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（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）

改 正 後 改 正 前

一 指 定 通 所 支 援 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号

。
一 指 定 通 所 支 援 （ 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 二 十 二 年 法 律 第 百 六 十 四 号

。
以 下 「 法 」 と い う

。

） 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定 以 下 「 法 」 と い う

。

） 第 二 十 一 条 の 五 の 三 第 一 項 に 規 定 す る 指 定

通 所 支 援 を い う

。

以 下 同 じ

。

） 及 び 基 準 該 当 通 所 支 援 （ 法 第 二 十 通 所 支 援 を い う

。

以 下 同 じ

。

） 及 び 基 準 該 当 通 所 支 援 （ 法 第 二 十

一 条 の 五 の 四 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 支 援 を い う

。
一 条 の 五 の 四 第 一 項 第 二 号 に 規 定 す る 基 準 該 当 通 所 支 援 を い う

。
以 下 同 じ

。

） に 要 す る 費 用 の 額 は 別 表 障 害 児 通 所 給 付 費 等 単 位 以 下 同 じ

。

） に 要 す る 費 用 の 額 は 別 表 障 害 児 通 所 給 付 費 単 位 数、 、

数 表 第 １ （ １ の 注 ７ を 除 く

。

） 第 ３ 第 ４ 及 び 第 ５ に よ り 算 定 表 第 １ （ １ の 注 ７ を 除 く

。

） 第 ３ 第 ４ 及 び 第 ５ に よ り 算 定 す、 、 、 、

す る 単 位 数 に 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 を 乗 じ て 得 る 単 位 数 に 別 に 厚 生 労 働 大 臣 が 定 め る 一 単 位 の 単 価 を 乗 じ て 得 た

た 額 に 同 表 第 １ （ １ の 注 ７ に 限 る

。

） に よ り 算 定 す る 単 位 数 に 額 に 同 表 第 １ （ １ の 注 ７ に 限 る

。
） に よ り 算 定 す る 単 位 数 に 十、 、

十 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 え た 額 又 は 同 表 第 ２ に よ り 算 定 す る 単 位 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 加 え た 額 又 は 同 表 第 ２ に よ り 算 定 す る 単 位 数

数 に 十 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 算 定 す る も の と す る

。

に 十 円 を 乗 じ て 得 た 額 を 算 定 す る も の と す る

。

二 （ 略 ） 二 （ 略 ）

別表 別表

障害児通所給付費等単位数表 障害児通所給付費等単位数表

第１ 児童発達支援 第１ 児童発達支援

１ 児童発達支援給付費（１日につき） １ 児童発達支援給付費（１日につき）

イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達 イ 児童発達支援センターにおいて障害児に対し指定児童発達

支援を行う場合（ロ又はハに該当する場合を除く。） 支援を行う場合（ロ又はハに該当する場合を除く。）

⑴ 医療的ケア区分３（次の表（以下「スコア表」という。 （新設）

）の項目の欄に規定するいずれかの医療行為を必要とする

状態であって、スコア表のそれぞれの項目に係る基本スコ

ア及び見守りスコアを合算し、32点以上である障害児につ

いて算定する場合に限る。以下同じ。）

㈠ 利用定員が30人以下の場合 3,086単位 ⑴ 利用定員が30人以下の場合 1,085単位

㈡ 利用定員が31人以上40人以下の場合 3,005単位 ⑵ 利用定員が31人以上40人以下の場合 1,004単位

㈢ 利用定員が41人以上50人以下の場合 2,930単位 ⑶ 利用定員が41人以上50人以下の場合 929単位

㈣ 利用定員が51人以上60人以下の場合 2,859単位 ⑷ 利用定員が51人以上60人以下の場合 858単位



- 262 -

１の２ （略） １の２ （略）

１の３ ホの⑴の㈠及び⑵の㈠については、就学児に対し １の３ ホの⑴㈠及び⑵㈠については、就学児に対し、授

、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に 業終了後に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合

適合するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後 するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デ

等デイサービス事業所（指定通所基準第71条の３に規定 イサービス事業所（指定通所基準第71条の３に規定する

する基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下 基準該当放課後等デイサービス事業所をいう。以下同じ

同じ。）において、基準該当放課後等デイサービス（同 。）において、基準該当放課後等デイサービス（同条に

条に規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以 規定する基準該当放課後等デイサービスをいう。以下同

下同じ。）を行った場合に、１日につき所定単位数を算 じ。）を行った場合に、１日につき所定単位数を算定す

定する。 る。

２・２の２ （略） ２・２の２ （略）

２の３ ホの⑴の㈡及び⑵の㈡については、就学児に対し ２の３ ホの⑴㈡及び⑵㈡については、就学児に対し、休

、休業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合 業日に、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

するものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デ ものとして市町村長に届け出た基準該当放課後等デイサ

イサービス事業所において、基準該当放課後等デイサー ービス事業所において、基準該当放課後等デイサービス

ビスを行った場合に、１日につき所定単位数を算定する を行った場合に、１日につき所定単位数を算定する。

。

３ 指定放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサー ３ イについては、授業終了後に、別に厚生労働大臣が定

ビス又は基準該当放課後等デイサービス（以下「指定放 める施設基準に適合するものとして都道府県知事に届け

課後等デイサービス等」という。）の提供時間が30分以 出た指定放課後等デイサービスの単位において、指定放

下のものについては、放課後等デイサービス計画（指定 課後等デイサービスを行った場合、利用定員に応じ、１

通所基準第71条、第71条の２又は第71条の６において準 日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。

用する指定通所基準第27条に規定する放課後等デイサー

ビス計画をいう。以下同じ。）に基づき、周囲の環境に

慣れるために提供時間が30分以下の指定放課後等デイサ

ービス等が必要であると市町村が認めた就学児に対し、

指定放課後等デイサービス等を行った場合に、算定する

。

（削る） イ 利用定員が10人以下の場合 ９単位

（削る） ロ 利用定員が11人以上20人以下の場合 ６単位

（削る） ハ 利用定員が21人以上の場合 ４単位
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て、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は 算する。ただし、この場合において、イの福祉専門職員配

、算定しない。 置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

３ ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するもの ３ ハについては、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するもの

として都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス として都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス

事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、 事業所又は共生型放課後等デイサービス事業所において、

指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービ 指定放課後等デイサービス又は共生型放課後等デイサービ

スを行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。た スを行った場合に、１日につき所定単位数を加算する。た

だし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) だし、この場合において、イの福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)

又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は 又はロの福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は

、算定しない。 、算定しない。

⑴ 指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員 ⑴ 指定通所基準第66条の規定により置くべき児童指導員

若しくは保育士（⑵において「児童指導員等」という。 、保育士若しくは障害福祉サービス経験者（⑵において

）として配置されている従業者又は共生型放課後等デイ 「児童指導員等」という。）として配置されている従業

サービス事業所従業者のうち、常勤で配置されているも 者又は共生型放課後等デイサービス事業所従業者のうち

のの割合が100分の75以上であること。 、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上で

あること。

⑵ （略） ⑵ （略）

５ 欠席時対応加算 ６ 欠席時対応加算 94単位

イ 欠席時対応加算(Ⅰ) 94単位 （新設）

ロ 欠席時対応加算(Ⅱ) 94単位 （新設）

注１ イについては、指定放課後等デイサービス事業所等に 注 指定放課後等デイサービス事業所等において指定放課後等

おいて指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が デイサービス等を利用する就学児が、あらかじめ当該指定放

、あらかじめ当該指定放課後等デイサービス事業所等の 課後等デイサービス事業所等の利用を予定した日に、急病等

利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した によりその利用を中止した場合において、放課後等デイサー

場合において、放課後等デイサービス事業所等従業者が ビス事業所等従業者が、就学児又はその家族等との連絡調整

、就学児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助 その他の相談援助を行うとともに、当該就学児の状況、相談

を行うとともに、当該就学児の状況、相談援助の内容等 援助の内容等を記録した場合に、１月につき４回を限度とし

を記録した場合に、１月につき４回を限度として、所定 て、所定単位数を算定する。ただし、１のハを算定している

単位数を算定する。ただし、１のハを算定している指定 指定放課後等デイサービス事業所等において１月につき当該

放課後等デイサービス事業所等において１月につき当該 指定放課後等デイサービス等を利用した障害児の数を利用定

指定放課後等デイサービス等を利用した就学児の数を利 員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が100分の8
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用定員に当該月の営業日数を乗じた数で除して得た率が 0に満たない場合は、１月につき８回を限度として、所定単

100分の80に満たない場合は、１月につき８回を限度と 位数を算定する。

して、所定単位数を算定する。

２ ロについては、指定放課後等デイサービス事業所等に （新設）

おいて指定放課後等デイサービス等を利用する就学児が

、指定放課後等デイサービス等を利用した日において、

急病等により、その利用を中断し、利用した指定放課後

等デイサービス等の提供時間が30分以下となった場合に

おいて、放課後等デイサービス事業所等従業者が、当該

就学児の状況、当該就学児に提供した支援内容等を記録

した場合に、所定単位数を算定する。ただし、１の注３

に規定する就学児について、１のイからホまでのいずれ

かを算定している場合は、算定しない。

６ 特別支援加算 54単位 ７ 特別支援加算 54単位

注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして 注 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合するものとして

都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又 都道府県知事に届け出た指定放課後等デイサービス事業所又

は共生型放課後等デイサービス事業所において、別に厚生労 は共生型放課後等デイサービス事業所において、別に厚生労

働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又 働大臣が定める基準に適合する指定放課後等デイサービス又

は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放 は共生型放課後等デイサービスを行った場合に、当該指定放

課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを 課後等デイサービス又は当該共生型放課後等デイサービスを

受けた就学児１人に対し、１日につき所定単位数を加算する 受けた就学児１人に対し、１日につき所定単位数を加算する

。ただし、１の注７のイの⑴若しくはロの⑴若しくは注８を 。ただし、１の注８のイの⑴若しくはロの⑴若しくは注９の

算定している場合又は１の注10のイ若しくはロを算定してい イを算定している場合又は１の注11のイ若しくはロを算定し

ない場合は、加算しない。 ていない場合は、加算しない。

６の２ （略） ７の２ （略）

７ 個別サポート加算 （新設）

イ 個別サポート加算(Ⅰ) 100単位

ロ 個別サポート加算(Ⅱ) 125単位

注１ イについては、別に厚生労働大臣が定める基準に適合

する心身の状態にある就学児に対し、指定放課後等デイ

サービス事業所等において、指定放課後等デイサービス


